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野口英世細菌検査室保存会会則野口英世細菌検査室保存会会則野口英世細菌検査室保存会会則野口英世細菌検査室保存会会則    

                  

                平成 25 年 6 月 23 日 改定６ 

                平成 24 年 6 月 24 日 改定５ 

                平成 23 年 6 月 25 日 改定４ 

                平成 22 年 5 月 30 日 改定３ 

                平成 21 年 6 月 21 日 改定２ 

                平成 19 年 7 月 15 日 改定１ 

                 平成 10 年 6 月 29 日 制定・施行 

 

第１条(名称) 

   本会は野口英世細菌検査室保存会と称する。 

第２条(目的) 

   本会は野口英世博士の偉業を顕彰し、博士ゆかりの建造物「細菌検査室」の

保存に寄与し、その活用を図ることを目的とする。 

第３条(活動) 

本会の目的を達成するため、横浜市長浜ホールの指定管理者と協力し、次の

活動を行う。 

１． 野口英世博士の関係資料の管理と発掘及び偉業の顕彰 

２． 会員の知識向上や情報交換のための研修会等の開催 

３． 会報の発行 

４． 会員相互の親睦ならびに猪苗代町・会津若松市およびゆかりの世界各地

との交流 

５． 次世代へ野口英世博士の偉業を伝え、科学する心を養うための事業の企

画・開催 

６． その他必要とする活動 

 

第４条(会員) 

   本会は次の会員によって構成する。 

  １． 個人会員：本会の目的に賛同し、会費を納めた個人 

  ２． 賛助会員：本会の目的に賛同し、本会の活動を援助する法人または団体 

３． 本会に、名誉会長、名誉会員、顧問をおくことができる。 
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第５条(組織と運営) 

   本会は次の組織により運営する。 

１． 総会 

本会の目的達成に必要な重要事項を審議し、決定する最高の意思決定

機関で、原則として毎年１回(6～7 月頃)開催する。 

総会に於いて審議し、決議する事項は次の通りとする。 

会則の改定、前年度の事業実績と決算及び監査報告、今年度の事業計

画と予算、役員の人事、その他重要事項 

総会の議決は出席会員の過半数とする。 

２． 役員 

     会長   １名 本会を代表し、会務を総括する。 

     幹事  若干名 本会の運営に関する重要事項の協議、実施に当る。 

     会計  若干名  

     監査  若干名 

     役員は、会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。 

３． 役員会 

本会の目的に従い、本会運営全般の企画・実施に当るため、役員会を設

ける。役員会は、会長、幹事、会計、顧問及び横浜市長浜ホール指定管

理者の代表者で構成し、委員長は会長が兼務する。 

役員会は、随時委員長が招集する。 

 

 

４． 委員会 

役員会の下部組織として、次の委員会を設置する。その長は幹事とし、

会員から委員を募ることができる。 

１． 会報編集委員会 

会報『長浜通信』を総会開催時期に合わせて年１回発行する。 

本委員会は会報編集を主任務とし、さらに近い将来のホームページ

開設に向けて諸調査研究を担当する。 

本委員会はメールマガジン『細菌検査室保存会ニュース』を随時発

行する。メールアドレス登録会員に対して、新規情報を迅速に提供

する。 

２． 野口英世金沢委員会 

『細菌検査室』所在地横浜市金沢区における当会活動遂行上、区役

所はじめ区内諸機関・組織との折衝・連携の円滑推進が重要である。
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本委員会は横浜市規定に則した組織を結成して上記任務を担当する。 

３． 臨時委員会 

会長は事業遂行上必要ある時は、役員会の議を経て臨時委員会を設

けることができる。 

委員会名称は任務に応じた名称を付与する。 

設置期間は予め指定する。 

第６条(任期) 

   役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

第７条(会費) 

   本会の会費は年額次の通りとする。 

１． 個人会員は、3,000円とする。ただし、学生に限り 1,000円とする。 

  ２． 賛助会員は、１口 5,000円とし、１口以上とする。 

   ただし、会費を継続して 3 年以上未納した会員は原則として退会扱いとする。 

第８条(会計年度) 

   本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日にはじまり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

第 9 条(会則の変更) 

   本会則は、総会の決議により変更できる。 

第 10 条(事務局) 

   本会の事務局は次の通りとする。 

   〒２３９－０８０４ 横須賀市吉井３－５－３ 

                   中 村 澄 夫 方      


